別表第１（第３条関係）
	地区名
	加算額

	山北・岸・向原（高松を除く）
	９３０円

	高松
	２，０５０円

	瀬戸平山
	１，７６０円

	共和
	２，０５０円

	清水（谷ケを除く）
	２，２８０円

	谷ケ
	１，８００円

	三保（箒沢を除く）
	２，５７０円

	箒沢
	３，０６０円




